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（2）発達障害児の支援に関連する法制度

1） 障害者基本法
障害者の自立および社会参加を支援するための施策に関する基本事項を定めた法律

です。
この法律により、国および地方公共団体の責務が定められました。国や地方自治体は

それぞれ障害者基本計画の策定が義務付けられ、さらに障害者に対する医療・福祉サー
ビスの提供が義務付けられています。

2） 児童福祉法
保育、母子保護、児童虐待防止対策など、児童福祉を保障するためにすべての児童が

もつべき権利や支援が定められた法律です。
2012年から障害児を対象とした福祉サービスは児童福祉法に一本化されています。
この法律で定められている児童福祉施設は、助産施設、乳児院、母子生活支援施設、

保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童
発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターで
す。

発達障害児に関連する福祉サービスには、障害児通所支援、障害児入所支援、障害児
相談支援があります。
①障害児通所支援

児童発達支援は、就学前の障害児に対して日常生活における基本的な動作の指導、
知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。

放課後等デイサービスは学童期の障害児を対象として、放課後や夏休みに生活能力
向上のための訓練等を提供するとともに、放課後の居場所づくりを推進します。

保育所等訪問支援は、保育所や幼稚園、認定こども園、学校、放課後児童クラブなど
集団生活を営む施設を訪問し、専門的な支援を行います。

②障害児入所支援
障害のある児童を入所させて、保護、日常生活の指導及び自活に必要な療育等を行

います。福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスに併せて医療を行う「医療型」
があります。
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③障害児相談支援
サービス等利用計画についての相談及び作成などの支援が必要と認められる場合

に、ケアマネジメントによりきめ細かく支援するものです。通所支援の利用までを支援
する障害児支援利用援助と、利用を開始した障害児通所支援について定期的に見直し
を行う継続障害児支援利用援助とがあります。

3） 障害者総合福祉法
障害者の日常生活や社会生活を総合的に支援するために制定された、障害者に対する

支援で最も中心的な法律です。
この法律において「障害福祉サービス」とは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行

動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓
練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活援助及び共同生活援助をい
います。このうち居宅介護、同公園後、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所支援
は障害児も利用可能です。

障害者総合支援法が定める障害者への福祉サービスは、自立支援給付と、地域生活支
援事業に大きく分けられます。
①自立支援給付

介護給付、訓練等給付、自立支援医療があります。
訓練等給付は、自立支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、自立生活

援助、共同生活援助を受けた場合に支給されます。
自立支援医療は、障害者による医療費の自己負担額を軽減することを目的としてお

り、育成医療、厚生医療、精神通院医療があります。
②地域生活支援事業

地域の特性や利用者のニーズに応じて地域生活を支援するために市町村が行う事
業です。このうち相談支援事業は障害者やご家族からの相談に応じて、各種サービス
の利用や権利擁護などについての支援を行います。地域活動支援センターは通所によ
る創作活動や交流の場を提供します。巡回支援専門員整備事業では、発達障害等に関
する知識を有する専門員が、保育所や放課後児童クラブ等の子どもやその親が集まる
施設・場への巡回等支援を実施し、施設等の支援を担当する職員や障害児の保護者に
対し、障害の早期発見・早期対応のための助言等の支援を行います。
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4） 発達障害者支援法
発達障害児者の早期発見と支援を目的として定められた法律です。発達障害児者に対

するライフステージを通じた切れ目のない支援、家族なども含めたきめ細かな支援、地域
の身近な場所で受けられる支援が行われるよう、国および地方公共団体は、医療保険、
福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の有機的連携のもと
に必要な相談体制の整備を行うものと定められています。

また、都道府県および政令指定都市に発達障害者支援センターを設置すること、発達
障害者の支援の体制の整備を図るため、発達障害者支援地域協議会を置くことができる
としています。

5） 特別支援教育に関する法律
教育基本法のなかで、国および地方公共団体は、障害のある者が障害の状態に応じ、

十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならないと定められて
います。

また、学校教育法の中で「特別支援教育」が位置づけられ、特別支援学校、特別支援学
級、通級指導教室などの役割が定められるとともに、発達障害の子どもなどが在籍する
通常の学級を含むすべての学校・学級において特別支援教育を実施することが明記され
ています。


